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守山市路上喫煙の防止に関する条例の一部改正案に係るパブリックコメント 

の結果について 

 

１ パブリックコメント実施結果 

(1) 意見募集期間 

令和３年１月 15 日（金）から令和３年２月５日（金）まで  

 

(2) 概要 

  ア 路上喫煙禁止区域の指定 

   条例第５条の規定に基づく、守山駅西口および東口ロータリー付近の路上喫煙禁

止区域への指定。 

   イ 路上喫煙の防止に関する条例の一部改正案 

条例に路上喫煙者に対する指導や罰則規定を追加し、路上喫煙禁止区域における

違反者に対し、以下の手順により過料を徴収する。 

① 手順 指導（口頭）⇒ 告知および弁明の機会の付与（書面） ⇒ 過料処分 

② 罰則  条例において２千円の過料を規定 

 

(3) 改正案公表方法 

 ア 備付縦覧等 

市役所市民協働課、公文書館、市役所２階閲覧所、駅前総合案内所、すこやか

センター、エルセンター、図書館および各地区会館での備え付けならびに市ホー

ムページでの掲載。 

イ 市民説明会 

第１回 日時：令和３年１月 20 日（水）午後７時～ 

場所：市役所大ホール ［参加者３人］ 

第２回 日時：令和３年１月 24 日（日）午前 10 時～ 

場所：速野会館 ［参加者１人］ 

 

(4) 意見提出方法 

書面提出 持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール等のいずれかの方法にて提出。 

 

(5) 意見の件数（意見提出者数） 

21 件（11 件：１団体、３企業、７人） 
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(6) 意見の反映状況 

区分 件数 

①改正案を修正するもの ３件 

②改正案には反映できないもの ４件 

③既に改正案に記載済みのもの ２件 

④その他 12 件 

合  計 21 件 

 

(7) 現状およびパブリックコメントを踏まえた市の基本的な考え方 

   市ではこれまで、守山駅西口喫煙所を撤去したことによる路上喫煙、ポイ捨ての急

増を懸念し、駅西口、東口ロータリーを中心に路上喫煙禁止区域を指定し、過料徴収

の罰則規定を設けた上で、重点的に路上喫煙防止対策を進めていくことを検討してま

いりました。 

しかしながら西口喫煙所撤去から半年が経過し、現在の駅前での路上喫煙の状況を

確認したところ、ロータリー外の路地での路上喫煙やポイ捨ては見受けられるものの、

想定している路上喫煙禁止区域内では一定マナーが守られていること、パブリックコ

メントにおいて過料徴収にあたっては西口にも喫煙所が必要ではないかという意見も

頂戴したことから、一足飛びに罰則規定まで設けるのではなく、まずは駅前ロータリ

ーを路上喫煙禁止区域に指定し、看板の設置や路面標示を行い、啓発・指導を行うこ

とから始めたいと考えます。また西口喫煙所については、他の場所へ移設できないか

検討したうえで最適な設置場所がなく撤去に至っておりますことから、現在のところ

新たに整備することは難しいと考えております。 

路上喫煙禁止区域の指定後は、新たに路上喫煙禁止区域を中心に路上喫煙・ポイ捨

て防止に向けた巡回を行い、違反者に対し、必要な指導を行い、決められた喫煙所に

てマナーを守った喫煙を行っていただけるよう努めてまいります。そのうえで、路上

喫煙が止まない、または増加が見られる場合は再度罰則規定の検討に入ることとし、

あわせて区域外での路上喫煙についても、今後の検討課題としたいと考えます。 

 

ア 路上喫煙禁止区域の指定 

条例第５条の規定に基づく、守山駅西口および東口ロータリー付近の路上喫煙禁止

区域への指定。【変更なし】 

  イ 路上喫煙の防止に関する条例の一部改正案 

条例に路上喫煙者に対する指導規定を追加する。【罰則規定見送り】 

 

(8) 意見の概要と市の考え方    ４頁から 13 頁に記載のとおり 
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２ 路上喫煙禁止区域（案）             資料１ 

 

３ 守山市路上喫煙の防止に関する条例の一部改正案  資料２ 

 

４ スケジュール（案） 

令和３年  ６月   路上喫煙の防止に関する条例の一部改正案の提案 

（指導規定の追加） 

路上喫煙禁止区域指定の告示 

７～10 月     周知、禁止区域指定に係る準備（看板設置、路面標示等） 

11 月    条例施行、路上喫煙禁止区域指定、巡回指導の実施 
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意見の概要と市の考え方 

(1)条例改正の趣旨・目的に関するもの（１件） 

№ 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

１ 

条例改正によって目指すべき姿とし

て記載されている、「喫煙者に定めら

れた場所での喫煙を促し、たばこのポ

イ捨てや望まない受動喫煙の発生を

防止し、喫煙者と非喫煙者の共存を図

る」という内容には賛同する。 

たばこのポイ捨てや望まない受

動喫煙を防止し、喫煙者と非喫煙

者の共存を図るため、引き続き路

上喫煙対策を行ってまいります。 
③ 

 

(2)路上喫煙禁止区域内での喫煙に対する指導に関するもの（第８条関係）（１件） 

№ 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

１ 

改正案に賛同する。 路上喫煙禁止区域の指定後は新

たに路上喫煙禁止区域を中心に

路上喫煙・ポイ捨て防止に向けた

巡回を行っていく予定です。 

違反者に対し、必要な指導を行

い、決められた喫煙所にてマナー

を守った喫煙を行っていただけ

るよう努めてまいります。 

③ 

 

(3)違反者に対する過料に関するもの（第９条関係）（６件） 

№ 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

改正案に賛同する。 市ではこれまで、令和２年９月に

守山駅西口喫煙所を撤去したこ

とによる路上喫煙、ポイ捨ての急

増を懸念し、駅西口、東口ロータ

リーを中心に路上喫煙禁止区域

を指定し、過料徴収の罰則規定を

設けた上で、重点的に路上喫煙防

止対策を進めていくことを検討

してまいりました。 

④ 
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しかしながら西口喫煙所撤去か

ら半年が経過し、現在の駅前での

路上喫煙の状況を確認したとこ

ろ、ロータリー外の路地での路上

喫煙やポイ捨ては見受けられる

ものの、想定している路上喫煙禁

止区域内では一定マナーが守ら

れていること、パブリックコメン

トにおいて過料徴収にあたって

は西口にも喫煙所が必要ではな

いかという意見も頂戴したこと

から、一足飛びに罰則規定まで設

けるのではなく、まずは駅前ロー

タリーを路上喫煙禁止区域に指

定し、看板の設置や路面標示を行

い、啓発・指導を行うことから始

めたいと考えます。 

路上喫煙禁止区域の指定後は、新

たに路上喫煙禁止区域を中心に

路上喫煙・ポイ捨て防止に向けた

巡回を行い、違反者に対し、必要

な指導を行い、決められた喫煙所

にてマナーを守った喫煙を行っ

ていただけるよう努めてまいり

ます。 

そのうえで、路上喫煙が止まな

い、または増加が見られる場合は

再度罰則規定の検討に入ること

とし、あわせて区域外での路上喫

煙についても、今後の検討課題と

したいと考えます。 
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２ 

様々な意見や立場があり、お互いの意

見を尊重し、迷惑をかけない配慮とし

て、マナーやルールを守ることは賛成

であり、そのための方法として分煙環

境を進めることは賛成。しかし、今回

の改正案の過料は行き過ぎではない

か。喫煙者の権利も尊重されるべきで

あり、安易に罰則を設けるのではな

く、啓発や指導に重点を置くことで十

分だと思う。 

(3)１と同様 

① 

３ 

喫煙できる場所、できない場所のエリ

ア分けには賛成するが、ポイ捨てや、

公共施設等へ自宅ゴミの持ち込みな

ど、マナーの悪い人がいるのも事実。

これらはその本人のマナーやモラル

の問題であり、改善には教育の充実や

啓蒙活動、情報発信による意識醸成だ

と考える。今回の条例改正には、過料

などが盛り込まれており、行き過ぎた

条例改正だと感じる。 

(3)１と同様 

① 

４ 

違反者への２千円の過料について 

まず違反者に対しては「口頭注意」と

「注意文書」の交付から始めるのが良

いと思う。 

(3)１と同様 

② 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

違反者への過料について反対。過料を

とるのであれば、西口、東口の喫煙所

がなおさら必要ではないか。 

市ではこれまで、令和２年９月に

守山駅西口喫煙所を撤去したこ

とによる路上喫煙、ポイ捨ての急

増を懸念し、駅西口、東口ロータ

リーを中心に路上喫煙禁止区域

を指定し、過料徴収の罰則規定を

設けた上で、重点的に路上喫煙防

止対策を進めていくことを検討

してまいりました。 

しかしながら西口喫煙所撤去か

ら半年が経過し、現在の駅前での

① 
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路上喫煙の状況を確認したとこ

ろ、ロータリー外の路地での路上

喫煙やポイ捨ては見受けられる

ものの、想定している路上喫煙禁

止区域内では一定マナーが守ら

れていること、パブリックコメン

トにおいて過料徴収にあたって

は西口にも喫煙所が必要ではな

いかという意見も頂戴したこと

から、一足飛びに罰則規定まで設

けるのではなく、まずは駅前ロー

タリーを路上喫煙禁止区域に指

定し、看板の設置や路面標示を行

い、啓発・指導を行うことから始

めたいと考えます。 

また西口喫煙所については、他の

場所へ移設できないか検討した

うえで最適な設置場所がなく撤

去に至っておりますことから、現

在のところ新たに喫煙所を整備

することは難しいと考えており

ます。 

路上喫煙禁止区域の指定後は、新

たに路上喫煙禁止区域を中心に

路上喫煙・ポイ捨て防止に向けた

巡回を行い、違反者に対し、必要

な指導を行い、決められた喫煙所

にてマナーを守った喫煙を行っ

ていただけるよう努めてまいり

ます。 

そのうえで、路上喫煙が止まな

い、または増加が見られる場合は

再度罰則規定の検討に入ること

とし、あわせて区域外での路上喫

煙についても、今後の検討課題と
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したいと考えます。 

東口喫煙所については、密を避け

て利用できるよう拡張工事を行

いましたので、喫煙される際には

東口喫煙所を利用していただけ

るよう、今後も周知啓発を行って

参りたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

違反者への２千円の過料について 

他市町村への周知等は十分か。 

市ではこれまで、令和２年９月に

守山駅西口喫煙所を撤去したこ

とによる路上喫煙、ポイ捨ての急

増を懸念し、駅西口、東口ロータ

リーを中心に路上喫煙禁止区域

を指定し、過料徴収の罰則規定を

設けた上で、重点的に路上喫煙防

止対策を進めていくことを検討

してまいりました。 

しかしながら、現在の駅前での路

上喫煙の状況を確認したところ、

ロータリー外の路地での路上喫

煙やポイ捨ては見受けられるも

のの、想定している路上喫煙禁止

区域内では一定マナーが守られ

ていること、パブリックコメント

において過料徴収にあたっては

西口にも喫煙所が必要ではない

かという意見も頂戴したことか

ら、一足飛びに罰則規定まで設け

るのではなく、まずは駅前ロータ

リーを路上喫煙禁止区域に指定

し、看板の設置や路面標示を行

い、啓発・指導を行うことから始

めたいと考えます。 

路上喫煙禁止区域の指定後は、新

たに路上喫煙禁止区域を中心に

路上喫煙・ポイ捨て防止に向けた

④ 
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巡回を行い、違反者に対し、必要

な指導を行い、決められた喫煙所

にてマナーを守った喫煙を行っ

ていただけるよう努めてまいり

ます。 

そのうえで、路上喫煙が止まな

い、または増加が見られる場合は

再度罰則規定の検討に入ること

とし、あわせて区域外での路上喫

煙についても、今後の検討課題と

したいと考えます。 

また、条例改正内容については、

一定の周知期間を設け、ホームペ

ージや市広報等で周知を行って

まいります。 

路上喫煙禁止区域内については

啓発看板の設置や路面標示を行

う等、わかりやすい表示に努める

ことにより、市外から来られた方

への周知もしっかりと行ってま

いります。 

 

(4)路上喫煙禁止区域の指定に関するもの（３件） 

№ 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

守山駅西口喫煙所閉鎖により、西口の

ビル周辺での路上喫煙者やポイ捨て

が散見され困っている。希望として、

路上喫煙禁止区域を、ロータリー部分

のみでなく、周辺施設も含めた広範囲

（守山銀座全域くらい）にしてもらい

たい。 

条例第４条第２項において、「市

民等は、他人に迷惑を及ぼし、ま

たは被害を与えるおそれのある

路上喫煙をしないように努めな

ければならない。」と規定されて

いるとおり、他人に迷惑のかかる

路上喫煙は市内全域において行

ってはいけないものとなってい

ますが、今回の改正では守山駅西

口、東口ともに、まずは最も人が

② 
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多く集まると考えられるロータ

リーを中心に路上喫煙禁止区域

を指定し、重点的に路上喫煙防止

対策を行う考えです。 

しかしながら、現在の駅前での路

上喫煙の状況を確認したところ、

ロータリー外の路地での路上喫

煙やポイ捨てが見受けられまし

たので、区域外での路上喫煙につ

いても、今後の検討課題としたい

と考えます。 

改正条例施行後も、継続的に駅前

での路上喫煙の状況を把握し、最

適な対策方法の検討を続けてま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路上喫煙禁止区域の設定に反対。禁止

区域を指定したからといって喫煙者

がいなくなるわけではなく、むしろポ

イ捨てが増え、町が汚れる。 

条例第４条第２項において、「市

民等は、他人に迷惑を及ぼし、ま

たは被害を与えるおそれのある

路上喫煙をしないように努めな

ければならない。」と規定されて

いるとおり、他人に迷惑のかかる

路上喫煙は市内全域において行

ってはいけないものとなってい

ますが、今回の改正では守山駅西

口、東口ともに、まずは最も人が

多く集まると考えられるロータ

リーを中心に路上喫煙禁止区域

を指定し、重点的に路上喫煙防止

対策を行う考えです。 

駅前についてはかねてより、市か

ら委託し清掃を行っているとこ

ろですが、新たに路上喫煙禁止区

域を中心に、路上喫煙・ポイ捨て

防止に向けた巡回も行っていく

予定です。 

② 
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３ 

新たな規制に反対。路上喫煙禁止区域

を設定することで、目立たない場所で

喫煙する人が増え、被害がさらにひど

くなると考える。 

(4)２と同様 

② 

 

 

(5)その他（10 件） 

№ 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

１ 

情報として、電車乗降者・周辺居酒屋

客のセルバ守山裏の通路および、北東

に伸びる線路沿いの通路での歩行喫

煙・ポイ捨てが気になる。 

(4)１と同様 

④ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喫煙者から寄付を募り、喫煙所を設置

してはどうか。そうすればマナーも守

られるのではないか。多様化の時代で

あり、少数派の排除は解決にはならな

い。 

今回の改正は、喫煙者と非喫煙者

の共存を図るためことを目的と

し、喫煙される方には決められた

場所でマナーを守って喫煙して

いただくことを促すものであり、

喫煙される方を排除しようとす

るものではありません。 

また、守山駅前においては、昨年

９月、今般のコロナ禍においての

感染リスクの回避や周辺施設へ

の影響低減といった観点から、西

口喫煙所をやむを得ず撤去した

ところです。 

この際には、西口喫煙所を他の場

所へ移設できないか検討を行い

ましたが、最適な設置場所がなく

撤去に至っており、現在のところ

新たに喫煙所を整備することは

難しいと考えております。 

東口喫煙所については、密を避け

て利用できるよう拡張工事を行

いましたので、喫煙される際には

④ 
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東口喫煙所を利用していただけ

るよう、今後も周知啓発を行って

まいりたいと考えています。 

３ 

屋外で喫煙できるところが少なく不

便を感じている。ポイ捨て防止やマナ

ー向上のために罰則を設けること自

体は必要かもしれないが、喫煙スペー

スを増やしてほしい。 

守山駅前においては、昨年９月、

今般のコロナ禍においての感染

リスクの回避や周辺施設への影

響低減といった観点から、西口喫

煙所をやむを得ず撤去したとこ

ろです。 

この際には、西口喫煙所を他の場

所へ移設できないか検討を行い

ましたが、最適な設置場所がなく

撤去に至っており、現在のところ

新たに喫煙所を整備することは

難しいと考えております。 

東口喫煙所については、密を避け

て利用できるよう拡張工事を行

いましたので、喫煙される際には

東口喫煙所を利用していただけ

るよう、今後も周知啓発を行って

まいりたいと考えています。 

④ 

４ 
喫煙可能な場所を増やすことが最善

の策ではないか。 

(5)３と同様 

 
④ 

５ 

守山市は令和元年度に約４億 5千万円

の地方たばこ税が一般財源として納

税されている。地方たばこ税を活用し

た屋外分煙施設の整備について検討

いただきたい。 

(5)３と同様 

④ 

 

 

６ 

 

 

 

 

守山駅は西口を利用される方が多く、

条例改正により過料徴収となった場

合、路上喫煙禁止区域内に望まない受

動喫煙を防止するための分煙施設の

設置を併用することがより有効で公

平性も担保されるものと考える。分煙

施設が西口周辺にも再整備され、受動

(5)３と同様 

④ 
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喫煙を防止しつつ、環境美化やマナー

啓発の場としての役割が果たされる

ことを望む。 

７ 

駅利用者の多くが西口側を利用して

いる傾向にあるが西口側にたばこを

吸える場所がない。そのため、条例の

公平性をより担保し、効果的に条例内

容やマナーを啓発するため、守山駅西

口での喫煙所設置を検討していただ

きたい。 

(5)３と同様 

④ 

８ 
たばこの税金を使って、西口にも喫煙

所を作れば良いのではないか。 

(5)３と同様 
④ 

９ 

コロナ事情の注意として、喫煙者も密

を避ける（会話もしていない）ように

気を付けていると思う。しかし、喫煙

場所を減らしたことにより、やむを得

ず、喫煙者が集まらざるを得ない状態

にしていることも事実である。 

路上喫煙禁止区域を設けるならば、適

切な喫煙場所個所数の検討は必要だ

と思う。西口においても、人が集中す

る導線上を避けて、適切な場所に喫煙

場所を検討していただきたい。 

(5)３と同様 

④ 

10 

①喫煙者は定められた場所での喫煙

すること及び喫煙者と非喫煙者の共

存を図ることの２点の啓発がまず重

要と思われること、②喫煙場所を廃止

すれば今よりポイ捨てが増えると思

われること、③過料を徴収するなら喫

煙場所は絶対に必要と思われること、

④湖南地域の JR５駅には、必ず喫煙場

所が設置されていること、これらの４

点から、守山駅西口には、喫煙場所が

絶対必要であると思う。 

(3)１と同様 

④ 

 


